
再生紙を使用しています8 ●区からのお知らせや資源・ごみ収集日、災害・防犯などの情報をメールマガジンで配信しています。 区HP 13076 からご登録ください。

　区では、気候危機への取組みとして、公共施設での再生可能エネルギー電力（再エネ電力）
の利用拡大を進めています。
　今年度から、一部の区立中学校で太陽光パネル及び蓄電池による電力の供給を開始しました。
　「オンサイトPPAモデル※」を活用した公共施設への導入は、都内で初の取組みで、国や都
の補助事業も活用しています。
　太陽光パネルや蓄電池は、最長20年間設置され、施設に電力を供給します。再エネ電力
で施設の消費電力の一部をまかなうことで、温室効果ガス排出量の削減を図り、また、災害
等による停電時には、太陽光パネル・蓄電池による電力を避難所運営等に活用します。
※「オンサイトPPAモデル」とは、発電事業者が電力を使用する施設や住宅の屋根

等に、太陽光パネル等を設置し、所有・維持管理をした上で、発電された電気
を需要家に供給する仕組み。PPA：Power Purchase Agreement（電力買い
取り契約）の略。

初期費用ゼロで太陽光発電設備等を
導入しています

問 環境計画課 ☎6432-7135 FAX6432-7981 区HP 194344

【発電を開始した中学校】駒留、駒沢、北沢、緑丘、喜多見、瀬田
【年間発電量（想定）】計約63万kWh（一般家庭約210世帯分相当）

問 せたがやコール

　帯状疱疹は発疹が帯状に広がる病気で、80歳までに約3人に1人が発症すると推定されています。50歳以上の方は、ワクチン接種により、発症及び重症
化の予防が期待できます。
対 接種日時点で区内に住民登録のある満50歳以上の方　場 区内指定医療機関　助成額／生ワクチン1回4000円、不活化ワクチン2回（1回1万円）
備 接種費用と助成額の差額を医療機関へお支払いください。助成開始前の接種費用は全額自己負担です。
担当＝世田谷保健所感染症対策課

7月1日から帯状疱
ほ う

疹
し ん

予防接種の費用助成を開始します

利用方法／朝の通勤ラッシュ時間帯は通
常のバス路線と同様（砧本村発の循環運
行）、日中から夜間帯はオンデマンド輸
送（事前予約制）
料金／バス路線と同様の運賃（指定され
た乗継停留所で乗り継ぐ場合、ICカード
に限り2回目の運賃は引かれません）
備 朝の通勤ラッシュ時間帯の運行やオン
デマンド輸送の予約方法等
詳しくは、東急バスホームペ
ージ（右記二次元コード）を
ご覧ください。

朝の通勤ラッシュ時間帯 日中～夜間帯
●オンデマンド輸送（予約制）から乗り継ぎ　二子玉川駅方面へ

宇奈根・喜多見地区バス路線の運行形態が変更されました

問 東急バス㈱ ☎6412-0190、交通政策課 ☎6432-7946 FAX6432-7991

●砧06系統から乗り継ぎ　二子玉川駅方面へ

区役所 〒154-8504 世田谷4-21-27 
HP https://www.city.setagaya.lg.jp/ 

せたがやコール
☎03-5432-3333  FAX 03-5432-3100

対 ＝対象（特記ない場合、区内在住・在勤・在学者） 日 ＝日時・日程　場 ＝会場　 ＝当日直接会場へ　講 ＝講師
費 ＝費用（特記ない場合、無料） 備 ＝ほかの情報 申 ＝申込方法（特記ない場合、発行日時点で申込可）
問 ＝問合せ先　 ＝区のホームページ（右記二次元コード）から申込可（ はスマートフォン不可）
区HP 0000 ＝区のホームページ検索バーへの番号入力でページを表示

令和5年（2023年）4月1日
マーク
概要

　住宅から排出される二酸化炭素の削減等のため、住
宅の改修及び省エネルギー・創エネルギー機器の設置
等に対し、経費の一部を補助します（旧：環境配慮型
住宅リノベーション推進事業）。
対象工事／外壁・窓の断熱改修、屋根の高反射率塗装、
太陽光パネル・蓄電池・省エネ機器の設置等
補助金額／工事経費の10％（窓の断熱改修、太陽熱ソ
ーラーシステム・温水器は20％）※一部定額補助（高
断熱浴槽7万円、エネファーム5万円ほか）。
補助上限／合計20万円（外壁等の断熱改修は40万円、
太陽光発電システムの設置は30万円、蓄電池は定置型
5万円・小型ポータブル1万円）
備 要件等詳しくは、区のホームページをご覧ください。

世田谷区エコ住宅補助金の
受付を開始します

問 環境・エネルギー施策推進課
☎6432-7133 FAX6432-7981

新型コロナワクチン接種新型コロナワクチン接種に関するお知らせに関するお知らせコロナコロナ

3月24日時点の情報で作成しています。
この記事の内容について、詳しくは区のホームページ

またはワクチンコールでご確認ください。

対 従来型ワクチンで2回または3回接種を受けた5～11歳の方
接種間隔／前回の接種から3か月以上経過後
接種会場／保健医療福祉総合プラザ（うめとぴあ内）
実施日／4月15日㈯午前11時～正午、午後2時～5時
※区内の医療機関でも接種を実施しています。

●5回目用／4月20日㈭
●4回目用／4月17日㈪
●3回目用／4月19日㈬
※オミクロン株対応ワクチンまたは4年11月8日以降にノババックスでの追

加接種を受けていない方へお送りします。
●乳幼児（生後6か月～4歳）への1・2・3回目用
　（4年11月2日～12月1日生まれ）／4月21日㈮
※すでに従来型ワクチンで3回目接種を受けた小児の方で、4回目接種とし

てオミクロン株対応ワクチンで早期の接種を希望される方には、申請によ
り接種券を発行します。

5年度も自己負担なしで接種を受けられます 【小児接種】オミクロン株対応ワクチンでの
追加接種を実施しています

接種券の送付スケジュール

☎0120-136-652
世田谷区新型コロナワクチンコール（ワクチンコール）

最新の情報は、区のホームページをご覧ください。インターネットでの予約もこちらから▶

月～金曜午前8時30分～午後8時、土・日曜、祝・休日午前8時30分～午後5時30分
※聴覚等に障害のある方を対象に、ファクシミリ（FAX03-5687-2020）でも受付をしています。

時期によって接種を受けられる対象者が異なります。※乳幼児接種及び1・2回目接種は1年を通して接種可。
●５月７日まで（4年秋開始接種）

対 従来型ワクチンでの1・2回目接種を完了した5歳以上で、オミクロン株対応ワクチン等の
追加接種を受けていない方

●5月8日～８月３１日（5年春開始接種）
対 ①65歳以上の方②5～64歳で基礎疾患を有する方③医療従事者・介護従事者等
※オミクロン株対応ワクチンでの接種を受けていない5～11歳の方は、上記①～③にかかわらず引き続き接種を受けられます。

●9月から（5年秋開始接種）
対 従来型ワクチンでの1・2回目接種を完了した5歳以上の全ての方

5年春開始接種以降は、すでにオミクロン株対応ワクチンの接種を受けた方でも 対 に該当する
方は接種を受けられます。

問


